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(趣旨)
第1条　この告示は、本市の観光資源を活用し、観光客の誘客を図るため、本市の観光施設等の観覧を目的とした企画旅行（以下「ツアー」という。）を主催する旅行業者に対し、東温市観光バスツアー助成事業助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条　本事業の実施主体は、市とする。
(助成対象者)
第3条　助成対象者は、次の各号に掲げる全ての条件を満たすバスツアーを主催する旅行業者（旅行業法（昭和27年法律第239号）に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者で、かつ、日本国内の事業者）とする。
[bookmark: 13000906901000000008](1)　ツアーの往復とも貸切バスを利用すること。
[bookmark: 13000906901000000012](2)　本市外からのツアーで、かつ、出発地が本市以外であること。
[bookmark: 13000906901000000016](3)　貸切バス１台当たり15名以上の参加者（乗務員、添乗員等を除く。）であること。
[bookmark: 13000906901000000020](4)　次のいずれかの施設を利用するツアーであること。
[bookmark: 13000906901000000076]ア　本市内の観光施設等を2か所以上利用し、うち1か所は有料観光施設又は飲食店を利用するツアー（以下「日帰りツアー」という。）であること。
[bookmark: 13000906901000000080]イ　市内の宿泊施設に宿泊するツアー（以下「宿泊ツアー」という。）であること。
[bookmark: 13000906901000000084](5)　ツアー参加者に対するアンケートを実施すること。
[bookmark: 13000906901000000028](6)　国又は地方自治体が実施する視察、会議、研修又は学校行事でないこと。
[bookmark: 13000906901000000032](7)　ツアーの参加者が特定の政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと。
[bookmark: 13000906901000000036](8)　他の自治体等から補助金又は助成金等を交付されていないこと。
2　前項の規定にかかわらず、旅行業者及びツアーの参加者全員が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。
[bookmark: 13000906901000000040](1)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「法」という。）第2条第2号に規定する暴力団をいう。）
[bookmark: 13000906901000000044](2)　暴力団員（法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。）
(助成額)
第4条　助成金の額は、日帰りツアーについては貸切バス１台につき20,000円とし、宿泊ツアーについては貸切バス1台につき40,000円とする。
2　前項の助成金の額は、1事業者（営業所・支店）当たり年間100,000円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第5条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、ツアー実施日の10日前までに助成金交付申請書（様式第1号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の交付の決定及び決定通知)
第6条　市長は、助成金の交付の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは、速やかに予算の範囲内において助成金の交付を決定（以下「交付決定」という。）し、その内容を助成金交付決定通知書（様式第2号）により申請者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第7条　申請者は、助成金の交付決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金変更（中止）申請書（様式第3号）を市長に提出し、承認を得なければならない。
[bookmark: 13000906901000000052](1)　交付申請の記載内容に変更が生じたとき。
[bookmark: 13000906901000000056](2)　当該ツアーを中止したとき。
2　市長は、前項の申請を認めるときは、助成金変更（中止）承認通知書（様式第4号）により申請者に通知するものとする。
(実績報告及び助成金の交付請求書)
第8条　申請者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書（様式第5号）及び助成金請求書（様式第8号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第9条　市長は、前条の規定により実績報告書及び助成金交付請求書を受理した場合においては、その内容を審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、速やかに助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
[bookmark: 13000906901000000060](1)　ツアー内容の変更、日程の変更等の事前連絡が無かったとき。
[bookmark: 13000906901000000064](2)　交付決定の内容に違反したとき。
[bookmark: 13000906901000000068](3)　法令又はこれらに基づく市長の命令に違反したとき。
[bookmark: 13000906901000000072](4)　偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
2　前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金交付決定取消通知書（様式第9号）により通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条　市長は、交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条　申請者は、助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、事業完了年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(指示及び検査)
第13条　市長は、助成金の交付を受けた旅行業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業の委託)
第14条　市長は、当該事業を適切に実施することができると認めた者（以下「受託者」という。）に委託することができるものとする。
2　前項の規定により市長が受託者に行わせる場合における第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「受託者」とする。
(その他)
第15条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
(施行期日)
1　この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(助成の特例)
2　令和3年度に限り、第3条第1項第8号の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえたＧｏＴｏトラベル事業、県内観光促進事業等による補助金、助成金等と本事業により交付する助成金を併用することができる。
附　則(平成31年3月26日告示第22号)
		





この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附　則(令和2年4月1日告示第85号)
		





この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附　則(令和2年7月22日告示第104号)
		





この告示は、令和2年7月22日から施行し、改正後の東温市観光バスツアー助成事業助成金交付要綱の規定は、令和2年7月14日から適用する。
附　則(令和3年4月16日告示第67号)
		





この告示は、令和3年4月16日から施行する。
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